
議 事 録

会 議 名 令和６年第４回犬山警察署協議会（定例会）

令和６年12月３日（火）
午後２時から午後３時30分までの間

日 時 ・ 場 所

犬山警察署 ４階 講堂

１ 委員

稲垣 圭次 会長 佐藤 登 副会長
森岡 康江 委員 梅村 淳 委員
谷 繁祐樹 委員 石田 芳弘 委員
田中 香代子 委員

出 席 者 以上７名（定員８名）

２ 警察署員

水野署長 長谷川副署長 稲山警務課長
石川会計課長 沢田地域課長 渋谷生活安全課長
早川交通課長 加納警備課長 尾崎刑事課長

以上９名

３ 有識者等 なし

諮 問 事 項 等 特殊詐欺の未然防止策と闇バイト応募の防止策

１ 中学生・高校生等に対し、安易な個人情報提出の怖さや
闇バイト加担のリスク等を周知

答申等の概要
２ 高齢者等が参加する各種会合やイベント等を通して,特殊
詐欺手口の積極的な周知

そ の 他 次回開催 令和７年２月上旬
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会議の経過及び発言の要旨

記録者 警 務 係 長

１ 会長挨拶

２ 署長挨拶

３ 各種報告

(1) 管内の犯罪発生状況（生活安全課長説明）

(2) 管内の交通事故発生状況（交通課長説明）

４ 前回の答申事項に対する施策の取組状況

(1) 諮問事項

暴走族対策

(2) 答申事項

ア 抑止と検挙に向けた情報収集活動の実施

イ い集場所に集まらないための対策の実施

ウ 周辺警察署、警察本部と連携した検挙活動の実施

(3) 推進施策

ア 答申事項アについて

(ｱ) 各種収集活動を実施したところ、走行する日時は、ほぼ毎日だが、

週末が多く、雨の日は少ない。時間は午後10時ころから、明け方まで

と判明。

（ｲ）い集する場所は、寺院の駐車場や、犬山駅周辺のコンビニエンスス

トアであり、走行する場所は、国道41号、県道一宮犬山線など

が多い。

（ｳ）い集場所、停止場所で事情聴取したところ、ＳＮＳ等を通じて知り

合った仲間であり、犬山市、扶桑町のみならず、周辺地域から集結し
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会議の経過及び発言の要旨

記録者 警 務 係 長

ているグループと判明した。

イ 答申事項イについて

（ｱ）犬山市内の寺院に対し、騒音車両等が集結しない対策を引き続き依

頼し、禁止看板の設置、路面に凸凹を設置、移動式の柵を設置した。

（ｲ）寺院や地権者等と協議を重ねた結果、午後６時から翌午前６時まで

閉鎖することとなった。

ウ 答申事項ウについて

（ｱ）警察本部員と合同で、コンビニエンスストア駐車場等で収集した

人物、車両の情報と照合する採証活動をするなど検挙に向けて捜査

を実施した。

(ｲ) 寺院の駐車場を夜間閉鎖したことで、犬山署管内に集まる暴走族

は減少したといえる。しかし、同寺院に集まっていた暴走族が、他

の寺院等に集結している情報もあり、引き続き採証活動や検挙活動

を実施する。

５ 諮問

(1) 諮問事項

特殊詐欺の未然防止策と闇バイト応募の防止策

(2) 諮問事項の設定理由（生活安全課長説明）

特殊詐欺の被害は増加傾向にあり、その手口は複雑多彩で巧妙化し、被

害防止のための対策は喫緊の課題である。

詐欺グループは首魁、指示役、リクルーター、受け子、出し子、回収役

と組織化され、このグループが先鋭化して、今、全国ニュースで盛んに取
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会議の経過及び発言の要旨

記録者 警 務 係 長

り上げられている強盗事件に発展すると、住民の体感治安が一気に悪化す

ることが懸念される。

特殊詐欺の未然防止のため、また強盗事件を発生させないためには、実

行役となる者達に闇バイトに応募させないこと、応募をしたが犯罪グルー

プからの離脱を希望する者を確実に保護することが大事であり、犬山市民、

扶桑町民が凶悪事件の片棒を担ぐことがなく、ひいては凶悪事件の悲しい

被害者とならないための対策をする上で、委員の方のご意見ご要望が知り

たく諮問事項とした。

６ 協議

委員 ・ 知らない電話番号等からの連絡には対応しないよう啓発活動をす

る。

・ 家族・地域活動者に気軽に相談できる環境づくりが必要だと思う。

・ 闇バイトの加担で重罪な結果になることを知らしめることが必要

である。

委員 ・ 特殊詐欺で使われる常套句・手口などイラストなどを使って分か

りやすくチラシ、ポスターを作成し、市役所、金融機関・コンビニ

エンスストアなどの掲示板に掲示したりＳＮＳを利用し繰り返し注

意喚起することが必要である。

・ 民生児童委員や地方自治体職員による、高齢者の家庭訪問時を利

用して啓発することが必要である。

・ 中学生・高校生・大学生に対して闇バイトに加担するとどうなる

か具体的に指導教養することが大切だと思う。
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会議の経過及び発言の要旨

記録者 警 務 係 長

・ いつどこでも警察に相談できる環境をつくってほしい。

委員 ・ 中学校、高校や大学、専門学校、企業の新人研修、各地区の二十

歳の集い（成人式）、青少年が集まるイベント等での周知が必要で

ある。

・ 多くの青少年は新聞やテレビなど見ないので難しいことだと思う

ので、ＳＮＳを活用した周知が効果的ではないか。

委員 ・ 家族、友人とコミュニケーションを密に行い、不審な電話や訪問

があった場合は、すぐに家族や友人に相談することが重要だと思う。

・ 闇バイトの見分け方を警察や行政が学校や地域住民に伝えること

が必要である。

委員 ・ 行政と連携を取り、町内会やコミュニティのリーダー等と情報交

換したらどうか。

委員 ・ 未成年者向けの教育と親への啓発活動、闇バイトのリスク等を周

知することが必要である。

７ 答申

(1) 中学校・高校生等に対し、安易な個人情報提出の怖さや闇バイト加担の

リスク等を周知

（2）高齢者等が参加する各種会合やイベント等を通して,特殊詐欺手口の積

極的な周知

８ その他

次回の開催は、令和７年２月上旬とする。


